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「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ 
 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定

を決議しましたので、お知らせいたします。なお、改定後の内容は次のとおりであります。 
  

 
1. 取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

①「「味覚とサービスを通して、都会生活に安全で楽しい食の場を提供する」を共有の志

として、法令遵守及び社会倫理の遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底す

る。 
 

② 取締役会は、取締役および社員の職務の執行が法令および定款に適合しているかど

うかを監督し、必要に応じて執行役員または主管部門の責任者から報告を受けるとと

もに、必要な決議、指示・指導を行う。 
 
③ 監査役は、取締役の職務執行を監査すると共に、執行役員およびその管轄部門の職

務が法令・定款・社内規程に沿って適切に行われているかどうかを監査する。 
 
④ コンプライアンスに関する事項を統括する部門は、コンプライアンス体制の構築・

推進を行い、取締役会及び監査役会に審議内容および活動を報告する。また、社員が

直接報告する事を可能とする報告相談窓口を設置し、従業員等がコンプライアンス上

の問題点を直接通報できる体制とする。なお、報告・通報を行った社員に対し、報告・

通報を行ったことを理由として不利な扱いを行うことを禁止する。 
 
⑤ 監査室は、社内の組織の業務が法令・定款・社内規程に沿って適切に行われている

か監査すると共に、改善を要する事項について指導を行う。 
 
⑥ 反社会勢力に対しては、排除に向けた体制を構築するとともに、不当な要求に対し

ては断固としてこれを拒否する。 
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2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 
 
   取締役会、経営会議およびその他の重要な会議における決議事項、報告事項並びに

稟議決裁の情報を安全に保存・管理する。 
 

3. 損失の危険の管理に関する規定その他の体制 
  
   当社の事業に関するコンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ等に

係るリスクに対し、担当取締役および執行役員は管轄する部門における対応策を準備す

るとともに、必要に応じて規定、ガイドラインおよびマニュアルの制定・配布、研修、

マニュアルの作成などを実施する。 
 
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
 
① 取締役会は、原則として毎月 1 回開催し、業務執行に関する重要事項を決定し、取締

役の職務執行の監督をすると共に、取締役から月次の業績等職務執行状況の報告を受け

る。 
 
② 取締役会は、各部門が担うべき職務分掌を定め、当該職務分掌に基づき会社全体の組  

織業務を効率的に運営する。 
 
③ 取締役・執行役員による経営会議を原則として毎月 2 回以上開催し、情報の共有、職

務執行状況の確認を行う。 
 
５．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に

関する体制 
 
   監査役がその職務を補助すべき社員を置くことを求めた場合には、速やかに取締役

会と監査役会が合意する人選を行って配属する。 
 
６．前号の使用人の取締役からの独立性および監査役からの指示の実行性の確保に関する

事項 
 
   前号の人選によって配属された社員は、監査役会の管理下で業務を遂行し、人事考

課等についても取締役から独立した体制とする。 
 
7. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制および報告者が当該報告をした事を

理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 
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① 監査役が求めた場合、取締役・執行役員および従業員等は、会社経営及び事業運営

上の重要事項並びに業務執行の状況及び結果について速やかに報告する。 
 
② 取締役・執行役員および従業員等は、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実

を発見した時には、当該事実に関する事項を速やかに監査役に報告する。 
 

 ③ 監査役は報告した取締役及び従業員等に対し、当該報告を行ったことを理由として

不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社の取締役及び従業員等に周知徹底す

る。 
 
８. 監査役の職務の執行について生じる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の

執行について生じる費用または償還の処理に係る方針に関する事項  
 
   監査役が職務の執行上必要とする費用の前払または債務の償還の手続きその他の職

務執行について生じる費用等の請求について、当該監査役の職務の執行に必要でない

と認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。 
 
 
9．その他監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制 
 

① 監査役は、監査室の年次監査計画について説明を受け、その実施状況について適宜

報告を受ける。 
 
② 監査役および監査役会は、会計監査人から会計監査内容について説明を受けると共

に適宜会合を持ち情報交換を行う。 
 
③ 取締役社長（必要に応じて、他の取締役）は、監査役と定期的な意見交換を行う。 

 
以上 

 
 


